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深水審発第  １ 号  

平成２８年７月  日  

 

深谷市長 小 島  進 様 

 

深谷市水道事業運営審議会   

会 長  岩 崎 行 雄   

 

 

水道事業整備計画及び水道料金の改定について（答申） 

 

 平成２８年２月１９日付け深企業発第２６１号で、市長から「水道事業整備計画及

び水道料金の改定」についての諮問を受け、当審議会では水道事業整備計画における

施設の老朽化や収支計画などの検証を行うとともに、水道料金については、料金体系

の見直しを、慎重に審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１「水道事業整備計画」について 

 平成 20 年度に「水道事業基本計画（長期整備計画）」が策定され、平成 21 年度か

ら 12 年間の水道事業施策の方向性を示したものであるが、平成 21 年度から平成 26

年度までを前期計画と位置づけ、幡羅町浄水場及び普済寺浄水場を廃止し、岡部浄水

場へ統合するなど大規模な施設整備事業を実施してきたところである。 

 平成 28 年度以降の「水道事業整備計画」について、後期計画と位置づけ、かつ期

間を延長し、平成 37 年度までを計画期間とし、水道事業を取り巻く環境に的確に対

応し、人口減少社会に向けた施設のスリム化を図りつつ、市民に安全で安心な水道水

を安定供給するために必要な計画であることから、当審議会としては、「水道事業整

備計画」については妥当であると判断した。 

 

２「水道料金の改定」について 

 平成 21年度に水道料金が統一され、「厳しい経済状況を踏まえ、審議の過程におい

て企業努力を促し慎重に審議したものであり、今後は 5年後に見直しされたい」との

付帯意見が付されていたが、実際は、企業努力もあり 7年目に見直しの諮問を受けた

ものである。 

 「水道料金の改定」については、水道事業が、料金収入をもって経営を行う独立採

算制を基本原則としながら、市民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスで
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あり、将来にわたり、サービスの提供を安定的に継続させる責務がある。老朽化施設

の計画的な更新の実施には、適正な料金で運営していくことが必要であるため、前項

の「水道事業整備計画」に掲げた「収支計画」を基に、次のとおり料金改定を実施さ

れたい。 

 

（１）水道料金改定について 

  ア 料金改定については、平均改定率１５％とした。これにより、5年間は収支

が黒字化され、累積欠損金の圧縮が図られるものである。 

  イ 水道料金の算定にあたっては、原価主義を基本としているが、メーター口径

13ｍｍと 20ｍｍの料金体系については、2カ月で 10㎥までの需要者の不公平

感の解消及び節水努力を反映させるため、基本水量を廃止した。 

 

    以上のことを踏まえ、下表のとおりとした。 

 

水道料金体系（税抜き） 

 

 

（２）料金の算定期間について 

   平成２９年度から平成３３年度までの５年間とする。 

 

 

 

 

 

１㎥～ １１㎥～ ２１㎥～ ４１㎥～ １０１㎥～ ２０１㎥～

１０㎥まで ２０㎥まで ４０㎥まで １００㎥まで ２００㎥まで ４００㎥まで

　　１３mm １，０００．００円

　　２０mm １，２００．００円

　　２５mm ４，３００．００円

　　３０mm ６，４００．００円

　　４０mm １２，０００．００円

　　５０mm １８，７００．００円

　　７５mm ４１，１００．００円

　１００mm以上 ６５，６００．００円

２００㎥まで １３，２１６．００円

２０㎥まで ７，８４０．００円

２０㎥まで　 ―

５０．００円

―

７０．００円

用　途

基本料金（２ケ月につき）

メーター口径 基本水量 基本料金

一般用

０㎥　　　　

臨時用

公衆浴場用

―

１４０．００円

３５９．００円

―

４０１㎥以上

超過料金（１㎥につき）

２０２．００円１４８．００円 １６７．００円 １７７．００円 １９０．００円



 

- 3 - 

 

３ 付帯意見 

（１）「水道事業整備計画」について 

  ア 人口減少を鑑み、施設の適切な統廃合を実施されたい。 

  イ 配水区域の変更については、管路内の水道水の流れの変化による濁り水の発

生等が予想されることから、その対策を講じられたい。 

  ウ 施設整備については、計画に基づいて着実に実施し、進捗状況に応じて計画

の再評価・内容の見直しを行うなど適切な進行管理に努められたい。 

  エ 国庫補助金などの財源の活用を図られたい。 

 

（２）「水道料金の改定」について 

  ア 料金改定の実施については、事前に市民へ周知し、理解を図られたい。 

  イ 今回の料金改定は、今後 5年間、施設整備への投資と財政健全化に向けた料

金改定である。今後は 5年後に見直しされたい。 

 

（３）「その他」 

  ア 老朽管更新事業については、今後も継続して順次更新されたい。 

  イ 水道事業の運営については、民間委託化など改善が図られているが、今後更

なる業務改善・合理化を推進し経費の削減を図り、経営の効率化を図られたい。 

  ウ 水道事業の運営を将来にわたって安定的に維持していくためには、市民の理

解と協力が必要であり、そのためには市民の求める様々な情報を積極的に提供

し、市民へ広報活動されたい。 
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深谷市水道事業運営審議会 審議経過 

 

区 分 開催日及び会場 審議内容等 

第１回 平成２８年２月１９日（金） 

水道庁舎２階第１会議室 

委員委嘱、正副会長選出、諮問、

水道事業概要説明及び施設整

備計画 

第２回 平成２８年３月２９日（火） 

水道庁舎２階第１会議室 

水道施設視察 

第３回 平成２８年４月２６日（火） 

水道庁舎２階第１会議室 

深谷市水道事業基本計画（後期

計画）について、収支計画につ

いて 

第４回 平成２８年５月２７日（金） 

水道庁舎２階第１会議室 

収支計画の確認について、水道

料金改定（案）について 

第５回 平成２８年６月２８日（火） 

水道庁舎２階第１会議室 

収支計画の変更（案）について、

水道料金改定（案）について 

第６回 平成２８年７月２７日（水） 

水道庁舎２階第１会議室 

答申（案）について 

答申 

 

深谷市水道事業運営審議会 委員名簿 

 

会 長  岩 崎 行 雄 

副会長  小 林 賢一郎 

委 員  斉 藤 信 子 

委 員  引 間 ふじ子 

委 員  武 政 朔 二 

委 員  梅 澤 克 江 

委 員  髙 田 敬 子 

委 員  石 塚 孝 子 

委 員  村 岡   彰 

委 員  大 渡 栄久美 

委 員  今 井 幸 子 

委 員  大 野 隆 宏 

委 員  田 中 章 子 

委 員  村 尾 正 子 

委 員  山 崎 典 子 


